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（1）サービス提供から請求までの流れ 

 1.サービス提供 月ごとに利用者にサービスを提供します。 
受給者証に記載されている日数や時間数、有効期限等を確認してください。 
サービス終了後は、サービスごとに「実績記録票（様式第 14 号）」に実績を

記載し、利用者から押印もしくはサインをもらいます。 
受給資格がないにもかかわらず、サービスを提供した場合、市は請求に応じ

ることができませんので、あらかじめご確認ください。
 2.サービス内容

の確認
毎月末の最終利用の際に、「実績記録票（様式第 14 号）」に誤りや不備がな

いか利用者に確認してもらいます。
 3.請求書類の作

成
「実績記録票（様式第 14 号）」を基に、個人ごとに「明細書（様式第 13 号）」

を作成します。請求金額は、事業や実施した時間等によってことなります。詳
しくは支給決定基準及び単価表をご確認ください。 

作成した「明細書（様式第 13 号）」を基に、事業所毎に「請求書（様式第 12
号）」を作成します。 

請求金額のほか、振込先や代表者印に誤りや漏れがないよう確認してくださ
い。

 4.請求書類の提
出

 サービスを提供した翌月 10 日までに障がい福祉課までに下記の書類を提出
してください。 
・「請求書（様式第 12 号）」 
・「明細書（様式第 13 号）」 
・「実績記録票（様式第 14 号）」

 5.請求金額の支
払い

 4 で提出された書類の審査後、不備がなければ翌月の 10 日までに指定され
た口座に支払いをします。請求書類の提出後に振込先等の変更があった場合は
速やかに障がい福祉課までご連絡ください。



（2）代理受領について 

地域生活支援サービス事業費の申請を事業所から行うためには、事業費の申請及び受領に 
関する行為を受給者から事業所に委任する、「代理受領の委任」を受けていただく必要があり 
ます。 
 利用者との契約の際には、代理受領によって地域生活支援事業費を受領する旨を本人もしく 
は保護者等に説明してください。 
 なお、代理受領を行う際には市への申出書が必要となります。サービス提供の前に提出して 
ください。（地域生活支援事業給付費代理受領に係る申出書 様式第 11 号） 
 
 

（3）報酬単価について 

 ・日中一時支援…別添単価表を確認してください。 
 ・移動支援…別添単価表を確認してください。 
 ・訪問入浴…支給決定基準を確認してください。 
 
 

（4）請求様式について 

 ホームページ掲載に掲載されている請求様式を利用してください。 
 



（5）請求時の確認事項について 

Ⅰ.実績記録票  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

①
②

③ ④ ⑤ ⑦⑥

①受給者証の利用者の情報  
②地域生活支援事業所登録
通知に記載されている八街
市指定事業所の番号を記入
してください。  
①②共に誤記入が散見して
います。ご注意ください。

③利用した日時、開始時間及
び終了時間を記入し、利用し
た時間を記入します。 
例）9:00～15:30→4 時間 30 分 
 
④食事提供は日中一時支援の
み有無を記入します。

⑤訪問入浴のみ、○をつけて
ます。（清拭のみの場合は○は
不要です） 
→訪問入浴のみ、本実績記録
票のほか、サービス提供時に
おける利用者本人の体調が分
かるものと、入浴時の記録を
モニタリングしたものを添付
してください（任意様式化）

⑥請求額は支給決定基準及
び単価表を確認してくださ
い。 
・移動支援において算定方
法に誤りが散見していま
す。移動支援における所要
時間の算定方法は次ページ
をご確認ください。 
⑦受給者証より、利用者負
担額を確認してください。

⑦サービス終了の都度、利用
者からサインまたは押印をも
らいます。

該当する項目に〇をして 
ください。

日付は請求書と同日に 
してください。



時間帯と《増》の考え方 

 
 
所要時間の算定方法は下記のとおりです。（支給決定基準より） 

 
 
 
 
 
 

例 1）17：45～19：45 まで利用した場合　→夜 1.5h として算定 

 
 
 
 
 
例 2）17：50～19：20 まで利用した場合　→夜 1.5h として算定 

 
 
 
 
例 3）16：45～18：15 まで利用した場合　→日中 1h として算定 

 

 所要時間が２０分未満の場合 算定不可

 ２０分以上５０分未満 ０．５時間で算定

 ５０分以上１時間２０分未満 １時間で算定

 １時間２０分以上１時間５０分未満 １．５時間で算定

 １時間５０分以上２時間２０分未満 ２時間で算定



Ⅱ.明細書 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

①

② ①受給者証の利用者の情報 
②地域生活支援事業所登録通
知に記載されている八街市指
定事業所の番号を記入してく
ださい。

サービス内容は、単価ごとに記入してください。 
算定単価×回数＝当月算定額とし、合計を算出します。

該当する項目に〇をして 
ください。

利用者負担額がある場合は 1 割を計上し、利用者負担上限額
と比べて低い額を②に記載します。

合計①から利用負担額を引いた額を記載します。



Ⅲ.請求書 

 

 
 

①「Ⅱ.明細書」で作成した金額のうち、同月に
サービスを提供した分の合計額を記載します。

①

②日中一時支援、移動支援、訪問入浴が混在しな
いようにします。 
同月に複数のサービスを提供した場合は、それぞ
れの請求書を作成してください。 
③「Ⅱ.明細書」の作成枚数と同数になるように
記入します。

② ③

サービス提供の翌月 10 日とします。 
（10 日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)④

⑤提供した事業所ごとに作成してください。 
（一法人において複数の事業所を登録している場
合は、混在しないようにします）

⑤

⑥代表者名及び代表者印を忘れずに捺
印してください。（社印は不可）

八街市に債権者登録している振込先を記入しま
す。金融機関や口座名義等に変更が生じた場合
は、速やかに障害福祉課に申し出てください。

⑥


